
 
警
察
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議 

 

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。 

 

一 

政
令
で
定
め
る
こ
と
と
さ
れ
る
警
察
支
局
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
政
府
内
に
お
け
る
機
構
・
定
員
に
関
す
る
審
査
、
国
家

公
安
委
員
会
に
よ
る
適
切
な
管
理
等
に
よ
り
厳
格
な
運
用
を
期
す
る
こ
と
。 

 

二 

中
国
四
国
管
区
警
察
局
が
広
島
市
に
置
か
れ
、
四
国
地
方
に
管
区
警
察
局
が
所
在
し
な
く
な
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
四
国
地

方
に
お
い
て
四
国
管
区
警
察
局
が
担
っ
て
き
た
監
察
、
広
域
調
整
等
の
機
能
が
低
下
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
万
全
の
体
制

を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
本
法
の
施
行
後
の
中
国
四
国
管
区
警
察
局
の
業
務
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
随
時
確
認
す
る
な
ど
、

必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。 

 

三 

四
国
地
方
に
お
い
て
南
海
ト
ラ
フ
地
震
に
よ
る
甚
大
な
被
害
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
各
種
災
害
対
策
が
迅

速
か
つ
効
果
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
、
警
察
に
お
い
て
広
域
に
わ
た
る
対
応
能
力
の
更
な
る
向
上
に
努
め
る
こ
と
。 

  
 

右
決
議
す
る
。 
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